
助成事業における事務手続（申請～支払）の流れ 

 

(地独)青森県産業技術センター 事 業 者 

 

 

 

 

 

②事前調査 

 センター職員が事業所を訪問し、基本的な要

件や事業内容を確認させていただきます。 

 

③審査委員会における審査 

 ご提出いただいた申請書や必要に応じ事業者

の皆様からのプレゼンテーションを踏まえ、助

成対象事業者を選定します。 

 

④交付決定 

・送付文書：交付決定通知書(３号様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦現地調査 

 ご提出いただいた報告書を踏まえ、事業成果

の確認、添付資料の原本確認、機械装置等の現

物確認をさせていただきます。 

 

⑧助成金の額の確定 

・送付文書：確定通知書(９号様式) 

 

 

⑩� 助成金の交付 

 

①申請付申請  

・募集期間：平成○年○月○日～○月○日 

・提出資料：助成金交付申請書（１号及び２号様式）

 

 

 

 

 

  （要請に応じて）プレゼンテ－ションへ出席

 

 

 

 

 

 

⑤事業の実施 

・事業期間：交付決定～平成○年○月○日までに

実施・完了(支払も含め) 

・その他：事業内容の変更（雇用が見込まれなく

なった場合を含む）、事業計画に事業費

2 割以上の変更が生じた場合は、変更

等承認申請書(5号様式)を提出 

 

⑥事業の完了報告 

・報告期限：⑤から30日以内又は平成○年4月５

日まで報告 

・提出資料：実績報告書（8号様式及び付表） 

      納品書､請求書､領収書及び通帳の写

し等の資料 

 

 

 

 

 

 

 

⑨助成金の請求 

・提出資料：助成金請求書(4号様式) 

 

 

⑪助成金の受理 

 


